
食品安全監視センター通信「ぷちリス」vol.138（令和 2年 1月 15日号） 

 

 「ぷちリス」では、食品衛生に関する情報、滋賀県食品安全監視センターからの御案内

等、様々な情報を発信しています。 

 

*** I N D E X ******************************************** 

 

 ○ 滋賀県食の安全・安心シンポジウム「あなたの輸入食品の疑問、シンポジウムで解決

しよう！」を開催します 

 

○ 特定原材料に準ずるものとしてのアーモンドの表示について 

 

************************************************************ 

 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

 

 ○ 滋賀県食の安全・安心シンポジウム「あなたの輸入食品の疑問、シンポジウムで解

決しよう！」を開催します 

 

 滋賀県では、食品に関するリスクコミュニケーションの一環として「食の安全・安

心シンポジウム」を毎年度開催しています。 

  今年度のテーマは「あなたの輸入食品の疑問、シンポジウムで解決しよう！」です。 

参加費は無料ですので、輸入食品に疑問のある方、関心のある方は、ぜひ御参加く

ださい。 

 

 【開催日時】 

令和 2年 2月 13 日（木）13時 30分から 16時 30分まで 

 

 【会場】 

Ｇ－ＮＥＴしが 滋賀県立男女共同参画センター 

（近江八幡市鷹飼町 80-4） 

 

 【定員】２００名（先着順） 

 

 【内容】 

（１）基調講演 

「輸入食品の安全性確保について」 

講師：楠 博文 氏 （大阪検疫所食品監視課長） 

（２）取組紹介  

販売店：滋賀県生活協同組合連合会 



製造者：カネ上株式会社 

滋賀県：滋賀県健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室 

 

（３）パネルディスカッション 

コーディネーター 福渡 努 氏（滋賀県立大学人間文化学部教授） 

パネリスト  

・滋賀県生活協同組合連合会 

・カネ上株式会社 

・消費者（近江八幡市農業委員会代表） 

・滋賀県健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室 

アドバイザー 楠 博文 氏（大阪検疫所食品監視課長） 

  

【申し込み方法】 

参加をご希望の方は別添の参加申込書に必要事項をご記入の上、下記申込先へ電子

メール、FAXまたは郵送にてお送りください。 

※ 滋賀県のホームページにある「しがネット受付サービス」でもお申し込みいた

だけます。 

 

（申し込み先） 

・電子メールアドレス：shokuhin@pref.shiga.lg.jp 

・FAX送信先： 077－537－8633 

・郵送先： 〒520－0834 大津市御殿浜 13－45 

滋賀県健康医療福祉部生活衛生課 食の安全推進室 監視指導係 

・しがネット受付サービス： 

  滋賀県ホームページ ⇒「しがネット受付サービス」からお申し込みください。 

https://s-kantan.jp/pref-shiga-u/offer/offerList_detail.action?tempS

eq=7397 

（申し込み締め切り） 

・令和２年２月１０日（月）（必着） 

 

 【問い合わせ先】 

   健康医療福祉部 生活衛生課 食の安全推進室 監視指導係 

    TEL：077-531-0248 

    FAX：077-537-8633  

    E-mail: shokuhin@pref.shiga.lg.jp 

 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

 

https://s-kantan.jp/pref-shiga-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=7397
https://s-kantan.jp/pref-shiga-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=7397


○ 特定原材料に準ずるものとしてのアーモンドの表示について 

 

 アーモンドによるアレルギー発症者の増加を踏まえ、令和元年 9 月 19 日付で、食品

表示基準において、特定原材料に準ずるものとしてアーモンドが新たに追加されました。 

 アレルゲンとしてアーモンドの表示は推奨表示であり、その表示を行う時期について

は、各事業者での取扱食品の包装資材の切替えの対応状況や、食品に含まれるアーモン

ドの配合量や形状等を踏まえて決めることが適当とされています（アレルゲンを含む食

品に関する表示について（令和元年 9月 19 日消食表第 322号））。 

 平成 27 年 4 月 1 日に施行された食品表示法に基づく食品表示基準（新制度）に基づ

く表示への切替えの経過措置期間が令和 2 年 3 月 31 日で終了することから、事業者の

皆様におかれては表示の切替えにそれぞれご対応いただいているところ、必要に応じて、

アレルゲンとしてのアーモンドの表示についてもご検討いただけますと幸いです。 

 アーモンドの表示に関する詳細は下記 URL をご参照ください。 

 

●アレルギー表示に関する情報 

 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/ 

（消費者庁ホームページ） 

 

 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

 

 

 

◆―――－- -  -        -  - - -－――――――◆    

  食品安全監視センターの所在地・連絡先  

  〒５２０－０８３４  

   滋賀県大津市御殿浜１３番４５号（衛生科学センター内）  

    ＴＥＬ ： ０７７－５３１－０２４８ 

    ＦＡＸ ： ０７７－５３７－８６３３ 

    Ｅmail  ： shokuhin@pref.shiga.lg.jp  

   （「Microsoft Word」、「Microsoft Excel」の添付ファイルを 

    送信いただく際はファイルの種類（拡張子）を「Word文書（*.docx）」、 

    「Excelブック（*.xlsx）」として送信をお願いします。） 

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/syokunoanzen/304250.html 

※2019 年 3 月 28 日のホームページのリニューアルに伴い URL が変更になりまし

た 

    ≪交通案内≫  

     ＪＲ石山駅北口下車 徒歩１０分  

     京阪電車石山坂本線粟津駅下車 徒歩５分  

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_sanitation/allergy/
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/syokunoanzen/304250.html


 

  ☆食品衛生に関するもっと詳しい情報を知りたい方は、滋賀県ホームページの 

   食の安全情報にアクセスしてください。 

  https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/syokunoanzen/ 

  ※2019年 3月 28日のホームページのリニューアルに伴い URLが変更になりました 

 

  ☆「ぷちリス」バックナンバーは食品安全監視センターＨＰに掲載しています。 

  https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/syokunoanzen/300257.html 

  ※2019年 3月 28日のホームページのリニューアルに伴い URLが変更になりました 
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https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/syokunoanzen/
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/syokunoanzen/300257.html

